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特定商取引法について  

 

平成２１年８月３日 

 

１． 特定商取引に関する法律の概要 

 

２． 特定商取引法及び割賦販売法の一部を改正する法律  

の概要 

 

３． 特定商取引法違反に係る行政処分件数の推移 

 

４． 特定商取引法に係る消費経済審議会の役割 



２．電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売

３．通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段によ  
り申込を受ける販売

４．特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引  
（現在、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、  
パソコン教室の６役務が対象）

５．連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販  
売組織を連鎖的に拡大して行う商品等の販売

６．業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要である  
として、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

ⅰ)氏名等の明示の義務づけ

勧誘開始前に、事業者名、勧誘  
目的である旨などを消費者に告げ  
ることを義務づけ

ⅱ)不当な勧誘行為の禁止

不実告知（虚偽説明）、重要事項  
（価格・支払条件等）の故意の不告  
知や威迫困惑を伴う勧誘行為等を  
禁止

ⅲ)広告規制

①広告をする際には、重要事項を  
表示することを義務づけ
②虚偽・誇大な広告を禁止

ⅳ)書面交付義務

契約締結時などに、重要事項を  
記載した書面を交付することを義務  
づけ

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期  
間（８日間又は２０日  
間）、冷静に再考し  
て、無条件で解約で  
きる機会を消費者に  
与える制度

ⅱ)意思表示の取消し
事業者が不実告知や重  
要事項の故意の不告知等  
の違法行為を行った結果、  
消費者が誤認して契約の  
意思表示をした場合、その  
取消しを可能とする制度

１．本法律の対象となっている取引類型 ２．法律の内容

事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引  
類型の特性に応じて、以下の規制。違反に対しては、業務改善の指示、  
業務停止の行政処分又は罰則。

①行政規制

②民事ルール
消費者が意に反する契約により不当な損害を受けないよう、  消費者  

による契約の解除、意思表示の取消し等を認め、また、事業者による法  
外な損害賠償請求を制限する等のルールを定める。

１．訪問販売
自宅への訪問販売、キャッチセールス（路上等で呼び止めた後営業
所等に同行させて販売）、アポイントメントセールス（電話等で販売目
的を告げずに事務所等に呼び出して販売）  等

特定商取引に関する法律の概要
「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブ  
ル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確  
保するための法律（旧称：訪問販売等に関する法律）。

※左記類型毎に多少の差がある

ⅲ)解約時の損害賠  
償制限等

消費者が契約を  
中途解約する際に、  
事業者が請求でき  
る損害賠償額の上  
限を設定等
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特定商取引法及び割賦販売法の一部を改正する法律の概要

被害事例

・独り暮らしで年金生活の母が訪問販売を受け、
呉服などを１千万円以上を買わされていた。
複数の信販会社から請求を受け、貯金も底を尽
きている。母は判断力が低下しており、買った
着物もほとんどが未開封であった。

・判断力が低下した高齢者の姉妹が複数の業者

から総額約５千万円のリフォーム工事を訪問販
売で売りつけられた。  最終的に信販会社が被
害者の自宅を競売にかけた。

規制の抜け穴の解消

○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引（訪問販売、電話勧誘販
売、通信販売）を規制対象に。【改正特商法第２条】【改正割販法第２条】

○その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務等は、該当規制から除外。
【改正特商法第26条】【改正割販法第３５条の３の６０】

○割賦の定義を見直し、２ヶ月を超える１回払い、２回払いも規制対象に（現行は３回払い以上）  。
【改正割販法第２条】

○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
【改正特商法第３条の２】

○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後１年間は
契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外） 。  【改正特商法第９条の２】

○個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、行政による監督規定を導入。  【改正割販法第３５条の３の２３  等】

○個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘が

あれば、消費者へ与信することを禁止。  【改正割販法第３５条の３の５～７】

○訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレ

ジット契約も解約し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。 【改正割販法第３５条の３の１２～１６】

○クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払能力を超える

与信を禁止。 【改正割販法第３０条の２、第３０条の２の２、第３５条の３の３～４】

法改正

訪問販売規制の強化

クレジット規制の強化

訪問販売における年代別相談割合
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（平成１８年度）

訪問販売
77%

通信販売
（不当請求以外）

8%

電話勧誘販売
11%

訪問販売

電話勧誘販売

通信販売（不当請求以外）

連鎖販売取引

特定継続的役務提供

業務提供誘引販売取引

※  いずれのグラフもPIO-NETデータより経済産業省作成

経済産業省
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インターネット通信販売などの新分野

通信販売の規制強化
○返品の特約を広告に表示していない場合は、８日間、送料消費者負担で返品（契約の解除）

が可能に。【改正特商法第１５条の２】

○消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第１２条の３  等】

○個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。

【改正割販法第４９条の２】

罰則の強化

自主規制の強化

法改正

その他

○違反事業者に対する罰則を強化【改正特商法第７０条  等】【改正割販法第４９条  等】

（不実の告知、重要事項不告知  →  現行２年を３年に引き上げ）等。

○クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入。【改正割販法第３５条の１８  等】

○訪問販売協会（既存制度）による自主規制の強化。【改正特商法第２７条の２  等】
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迷惑広告メールの件数の推移
（２００３年以降 消費者から申し立てのあったもの）

（経済産業省作成）

被害事例

・インターネット通販で購入した商品が広告画像とあまり
に違う上、  返品ができないとの表示もなかったので、返
品を申し出たが、  まったく  取り合ってくれない。

・これ以上メールを送信しないようにと返信すると、他の

事業者を含めてより多くの迷惑広告メールが到着。

・クレジット会社の業務委託先の従業員がカード番号・
有効期限の情報１５万件を第三者に漏洩し、インター
ネット取引で  ６００万円超の不正利用が発生。

通信販売における返品トラブル  
に関する苦情の内訳  

（平成１9年度：相談上位項目）

苦情内容 件数 構成比

返品・交換 646 20.30%

顧客対応 445 13.90%

電話がつな  
がらない

295 9.20%

商品の未  
着・延着

217 6.80%

その他 1590 49.80%

※日本通信販売協会

2007年度「通販１１０番」報告書より
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特定商取引法に係る消費経済審議会の役割 

 

平成２１年８月 

 

１．これまでの審議状況 

 

特定商取引法第６４条により、消費経済審議会に諮問すべき特定商取引

法施行令の制定又は改廃事項が具体的に法定されている。近年以下のよう

な事項が消費経済審議会特定商取引部会で諮問されてきた。 

 

 

○平成１９年度 全２回 （平成１９年３月から６月まで） 

具体的政令改正事項 

    ・指定商品等の追加（みそ・しょうゆ等） 

 

○平成２０年度 全５回 （平成２０年７月から平成２１年５月まで） 

  平成２０年特定商取引法改正に伴う具体的政令改正事項 

・指定制廃止に伴う適用除外事項の制定 

全面適用除外すべき商品販売又は役務提供（他法により是

正措置が講じられるもの） 

部分適用除外すべき商品販売又は役務提供（クーリングオ

フ規定等を適用除外するもの） 

・行政調査の権限拡大 

   販売事業者等に提出を命ずる物件の内容を規定 

密接関係者、電子メール広告受託事業者に対する報告聴取

の内容を規定 

       

 

２．今後の位置づけ 

 

消費者庁・消費者委員会設立後は、特定商取引法にかかる政令整備等の

必要が生じた場合には、内閣総理大臣は消費者委員会に、経済産業大臣は

消費経済審議会に諮問することとされている。 

 

 

 

 



●参考 

（参照条文） 

○特定商取引法第六十四条 

１ 主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項（第三号を除く。）、第二十四条第一項（第

三号を除く。）、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一

号（期間に係るものに限る。）若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は

改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者政策委員会及び

消費経済審議会に諮問しなければならない。  

２  主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、第九条第一項

第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第三十四条第四項、第四

十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号（金額に係るものに限る。）、第四十九

条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項（密接関係

者の定めに係るものに限る。）の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政

令で定めるところにより、消費者政策委員会及び消費経済審議会に諮問しなければなら

ない。 

 

第六十四条第一項  

主務大臣（内閣総理大臣・経済産業大臣・物資等所管大臣）の諮問事項： 

・訪問販売・通信販売・電話勧誘販売における指定商品・役務・権利 

・訪問販売・電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等ができない指定商品 

・適用除外される訪問販売・電話勧誘販売の取引の態様 

・特定継続的役務提供の継続期間・役務内容 

・特定継続的役務提供における契約の申込みの撤回等ができない指定商品 

を定める政令の制定又は改廃の立案 

 

第六十四条第二項 主務大臣（内閣総理大臣・経済産業大臣）の諮問事項： 

・訪問販売における特定顧客の誘引方法 

・電話勧誘販売における電話をかけさせる方法 

・訪問販売・連鎖販売取引・業務提供誘引販売における勧誘目的を告げない誘引方法 

・訪問販売・電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等ができない役務の対価額 

・電話勧誘販売規制が一部適用除外となる事業者が電話をかけることを請求される行

為態様 

・連鎖販売における商品販売契約の解除ができない行為態様 

・特定継続的役務提供に該当する金額 

・特定継続的役務提供における契約解除時の損害賠償額の算定基準 

・主務大臣が報告徴収・立入検査等できる密接関係者の該当者 

を定める政令の制定又は改廃の立案 



○特定商取引法施行令第十六条の二  

法第六十四条の規定による諮問は、次の各号（同条第二項の規定による諮問にあつては

、第三号を除く。）に掲げる主務大臣が、それぞれ当該各号に定める消費者委員会及び

消費経済審議会に対してするものとする。 

 

諮問大臣 諮問先 

内閣総理大臣   消費者委員会 

経済産業大臣 消費経済審議会 

法第六十七条第一項第六号の当該商品の流通を所掌す

る大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う

事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所

管する大臣 

消費者委員会及び消費経済審

議会 
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